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講
義
録
・
教
科
書
と
出
版

　

創
立
期
の
英
吉
利
法
律
学
校
で
は
、「
英
米
法
学
者
相
集
マ
リ

テ
英
米
法
律
ノ
全
科
ヲ
教
授
シ
、
其
書
籍
ヲ
著
述
シ
、
其
法
律
書

庫
ヲ
設
立
ス
ル
ノ
目
的
」
を
達
成
す
る
た
め
、
英
米
法
律
書
籍
の

収
集
・
出
版
に
全
力
を
傾
け
て
い
た
。

　

法
律
書
籍
の
充
実
は
、
同
校
教
育
課
程
の
根
幹
を
な
す
だ
け
で

な
く
、
広
く
社
会
一
般
に
英
米
法
を
普
及
さ
せ
る
と
い
う
創
立
者

た
ち
の
理
想
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
仕
事
で
も
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　

一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
七
月
十
一
日
の
設
立
認
可
直
後
、

郵
便
報
知
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
「
英
吉
利
法
律
学
校
設
置
広
告
」

（
同
月
三
十
日
）
を
見
る
と
、
法
律
書
籍
の
充
実
を
目
指
す
同
校

の
姿
勢
を
象
徴
す
る
二
つ
の
制
度
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
は
、「
校
内
ニ
法
律
書
庫
ヲ
設
ケ
講
師
及
ヒ
卒
業
生
徒

ニ
縦
覧
ヲ
許
ス
」
と
規
定
さ
れ
た
図
書
館
の
設
置
で
あ
る
。
こ

の
図
書
館
制
度
は
、
八
七
年
三
月
の
学
則
に
お
い
て
「
書
庫
規

則
」
と
し
て
制
度
化
さ
れ
、
翌
八
八
年
八
月
段
階
に
は
蔵
書
数

二
、一
五
〇
冊
を
数
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
蔵
書
は
、
基
本
的
に
は
書
店
を
通
じ
て
購
入
さ
れ
て

い
た
が
、八
六
年
六
月
に
第
二
科
（
原
書
科
）
が
新
設
さ
れ
る
と
、

法
律
原
書
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
購
入
以
外
の
方
策
も
講
じ
ら
れ

て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
当
時
の
学
校
幹
事
で
あ
っ
た
渡
辺
安
積
が
残
し
た

『
備
忘
録
』
を
み
る
と
、
英
吉
利
法
律
学
校
は
帝
国
大
学
（
現
東

京
大
学
）
よ
り
法
律
原
書
を
借
用
し
、
そ
れ
を
国
文
社
等
の
書
店

か
ら
翻
刻
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
『
備
忘
録
』
か
ら

は
、
両
校
が
所
蔵
し
て
い
る
書
籍
を
交
換
す
る
な
ど
、
原
書
を
融

通
し
合
っ
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
、
法
律
書
籍
の
充
実
に
悪
戦

苦
闘
す
る
渡
辺
幹
事
の
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
の
制
度
は
、「
講
義
ハ
盡
こ
と
ご
とク
之
ヲ
筆
記
シ
テ
印
刷
シ
、
相

当
ノ
代
価
ヲ
以
テ
諸
生
徒
ニ
頒わ
か

ツ
」
と
定
め
ら
れ
た
講
義
録
の
出

版
で
あ
る
。
講
義
内
容
等
を
順
次
刊
行
し
て
い
く
方
式
は
、
三
菱

系
の
明
治
義
塾
法
律
学
校
で
実
施
さ
れ
て
い
た
の
が
最
初
で
あ
る

0 4 8

講
義
録
と
校
外
生
制
度

が
、
同
校
は
経
営
不
振
で
廃
校
と
な
り
、
そ
の
校
地
・
校
舎
を
購

入
し
た
増
島
六
一
郎
が
中
心
と
な
っ
て
英
吉
利
法
律
学
校
が
設
立

さ
れ
る
。

　

増
島
は
、
高
橋
一
勝
ら
と
と
も
に
明
治
義
塾
の
講
義
録
方
式

を
発
案
し
た
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
英
吉
利
法
律
学
校
の
講
義
録

は
、
明
治
義
塾
方
式
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
増
島
以
下
の
創
立
者
た
ち
は
、
日
本
語
に
よ
る
法
学
教

育
を
英
米
法
普
及
の
前
提
条
件
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
日
本
語
で

記
述
さ
れ
た
講
義
録
の
出
版
は
、
英
吉
利
法
律
学
校
の
法
学
教
育

を
特
徴
づ
け
る
制
度
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
講
義
録
方
式
と
同
時
に
、
英
吉
利
法
律
学
校
で
は

校
外
生
制
度
を
設

置
し
て
い
る
。
校

外
生
制
度
と
は
、

現
在
の
通
信
教
育

課
程
に
あ
た
る
制

度
で
あ
る
が
、
そ

の
教
育
課
程
の
中

心
は
や
は
り
講
義

録
方
式
で
あ
っ
た
。

　

前
掲
の
「
設
置
広
告
」
は
、「
遠
隔
ノ
地
方
ニ
在
リ
又
ハ
業
務

ノ
為
メ
参
校
シ
テ
親
シ
ク
講
義
ヲ
聴
ク
能
ハ
サ
ル
者
」
を
校
外
生

と
し
、「
毎
月
一
回
講
義
筆
記
ノ
印
刷
ヲ
配
布
」
す
る
こ
と
を
定

め
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
を
八
七
年
三
月
の
学
則
へ
と
編
成

し
た
渡
辺
幹
事
は
、
講
義
録
の
出
版
部
数
を
当
初
七
〇
〇
部
と
想

定
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
講
義
録
配
布
に
よ
る
通
信
教
育
は
世
間
の
好
評
を

博
す
こ
と
と
な
り
、
同
校
の
学
生
数
は
、
八
七
年
段
階
で
校
内
生

六
三
一
人
、
校
外
生
一
、一
〇
七
人
へ
と
急
増
し
、
そ
の
後
も
増

加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
は
、
英
吉
利
法
律
学
校
の

盛
況
に
呼
応
し
て
、
和
仏
法
律
学
校
（
現
法
政
大
学
）
や
明
治
法

律
学
校
（
現
明
治
大
学
）
な
ど
で
も
同
様
の
通
信
教
育
が
開
始
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
講
義
録
方
式
は
私
立
法
律
学
校
の
一
般
的

な
教
育
法
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

不
平
等
条
約
改
正
を
目
指
し
て
諸
法
典
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た

こ
の
当
時
、
法
律
原
書
を
収
集
・
公
開
す
る
一
方
で
日
本
語
に
よ

る
法
学
教
育
を
重
視
し
た
英
吉
利
法
律
学
校
の
教
育
課
程
は
、
学

生
数
の
増
加
と
い
う
反
響
と
と
も
に
、
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

創立期の講義録


